
山
梨
県
公
報
号
外　
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令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
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一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
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一

月 曜 日

号
外
第
八
号

　

令
和
三
年

三
月
二
十
九
日　

山
梨
県
公
報
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次

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行

	

一

　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

九

○
山
梨
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一

○
山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
六

○
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
八

○
山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
〇

○
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
〇

○
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
〇

○
山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
三

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
三

○
山
梨
県
食
品
行
商
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則	

二
四

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
四
号

　

山
梨
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
削
る
。

　

第
三
条
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
号
様
式
」
を
「
別
記

様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と

す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「
（第

3
条
関
係

）
」
を
「
（第

2
条
関
係

）
」
に
、
「第

2
9
条
第
1
項

」
を

「第
2
8
条
第
1
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

　

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

	

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
七
項
第
二
号
中
「
百
分
の
五
」
を
「
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日

又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
（
以
下
「
災
害
発
生
の
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

法
定
利
率
」
に
改
め
、
附
則
第
八
項
、
第
十
四
項
第
二
号
及
び
第
十
五
項
中
「
百
分
の
五
」
を
「
災
害

発
生
の
日
に
お
け
る
法
定
利
率
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
障
害
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
並
び
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
附
則
第
十
四
項
及

び
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
遺
族
補
償
年
金
の
支
給
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

二

山
梨
県
規
則
第
六
号

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
裏
面
）
及
び
（
そ
の
五
）
（
裏
面
）
、
第
五
号
様
式
（
裏
面
）
、
第
八

号
様
式
（
裏
面
）、
第
四
十
五
号
様
式
（
裏
面
）
並
び
に
第
四
十
七
号
様
式
（
裏
面
）
中

「

山
梨
県

山
梨
県

機
関　

指
定
金
融
機
関

山
梨
中
央
銀
行　

本
・
支
店

　

		
「	

を

山
梨
県
指
定
金
融
機
関

山
梨
中

指
定
代
理
金
融
関
西
み
ら
い
銀
行　

梅
田
中
央
支
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

			

」　
　
　
　

央
銀
行　

本
・
支
店

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

　

山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
宿
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
七
条
第
二
号
中
「
職
員
の
在
勤
地
に
お
け
る
住
宅
不
足
に
よ
り
」
を
削
る
。

　

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
そ
の
副
本
を
総
務
部
長
に
提
出
し
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
総
務
部
長
に
報
告
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
	　

宿
舎
管
理
者
は
、
総
務
部
長
か
ら
第
一
項
の
宿
舎
台
帳
及
び
第
二
項
の
自
動
車
保
管
場
所
台
帳
の

提
出
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
住
宅
に
困
窮
す
る
度
合
」
を
「
宿
舎
の
入
居
状
況
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
	　

入
居
者
は
、
出
生
等
に
よ
り
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
宿
舎
入
居
願
の
内
容
に
変
更
が
生

じ
た
場
合
は
、
入
居
変
更
届
（
第
四
号
様
式
の
二
）
を
宿
舎
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
号
様
式
の
二
」
を
「
第
四
号
様
式
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
、
自
動
車
の
保
管
場
所
を
必
要
と
す
る
度
合
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
号
様
式
の
三
」

を
「
第
四
号
様
式
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
当
該
承
認
を
受
け
た
」
を
「
第
一
項
の
自
動
車

保
管
場
所
使
用
申
請
書
に
記
載
し
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

6
	　

前
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
自
動
車
保
管
場
所
使
用
申
請
書
に
記
載
し
た
自
動
車
に

変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
自
動
車
保
管
場
所
使
用
変
更
届
（
第
五
号
様
式
の
二
）
を
宿
舎
管
理
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
	　

第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
保
管
場
所
使
用
変
更
届
を
提
出
し
た
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
宿
舎
に
つ
い
て
」
を
「
宿
舎
を
」
に
、
「
管
理
を
」
を
「
管
理
者
の
注
意
を
も
つ
て

使
用
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
中
「
及
び
家
事
使
用
人
」
を
削
る
。

　

第
二
十
条
中
「
宿
舎
修
繕
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
し
」
を
「
申
し
出
」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
措
置
命
令
）

第�

二
十
二
条
の
二　

宿
舎
管
理
者
は
、
宿
舎
の
維
持
及
び
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
入
居
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
宿
舎
の
退
居
）

第�

二
十
七
条　

入
居
者
（
入
居
者
が
前
条
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
該
当



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

三

す
る
こ
と
と
な
つ
た
時
に
お
い
て
そ
の
者
と
同
居
し
て
い
た
者
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
退
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
入
居
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

　

二	　

前
条
の
規
定
に
よ
り
入
居
の
承
認
の
効
力
を
失
つ
た
と
き
。

　

三	　

当
該
宿
舎
に
つ
い
て
事
務
又
は
事
業
の
運
営
の
必
要
に
基
づ
き
先
順
位
者
が
生
じ
た
た
め
退
居

を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

　

四	　

当
該
宿
舎
に
つ
い
て
宿
舎
の
廃
止
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
退
居
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

　

第
二
十
八
条
中
「
第
八
号
様
式
）
を
」
を
「
第
七
号
様
式
）
を
退
居
予
定
の
日
の
一
月
前
（
前
条
の

規
定
に
よ
り
退
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
宿
舎
管
理
者
が
別
に
定
め
る
期
限
）
ま
で
に
」
に

改
め
る
。

　

第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
中
「
自
動
車
の
」
を
「
退
居
し
よ
う
と
す
る
者
（
第
十
一
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
又
は
自
動
車
の
」
に
、
「
自
動
車
保
管
場
所
明
渡
届

（
第
八
号
様
式
の
二
）
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
退
居
予
定
の
日
又
は
明
渡
予
定
の
日
の
一
月
前
（
第
二
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
退
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
宿
舎
管
理
者
が
別
に
定
め
る
期
限
）
ま
で
に

自
動
車
保
管
場
所
明
渡
届
（
第
八
号
様
式
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

四

第２号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

五

　

第
三
号
様
式
中
「第

3
号
様
式

」
を
「第

3
号
様
式

（第
1
0
条
関
係

）
」
に
、
「所

属
部
課

」
を

「所
属

」
に
、
「と

し
て

」
を
「と

し
て、

」
に
、
「宿

舎
に

」
を
「宿

舎
へ
の

」
に
、
「3

　

入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「3

　

入
居
料　

月
額　
　
　
　
　
　
円

　
　
　

居　
料　
　
　
　
月
額　
　
　
　
　
　
　
　
円

」
を　

4

　

入
居
始
期　
　
　
　
　
年　
　
月

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
び
終
期　
　
　
　
　
年　
　
月

　

日
か
ら　

に
改
め
る
。

日
ま
で

」

　

第
四
号
様
式
の
三
中
「所

属
部
課

」
を
「所

属

」
に
、
「4

　

指
定
保
管
場
所

（区
画
番
号

）
」を

　
「4

　

指
定
保
管
場
所

（区
画
番
号

）

　

5

　

使
用
始
期

　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
か
ら

　

に
、「5　そ

の
他

」
を
「6

　そ
の
他

」
に
、

　　
　
　

及
び
終
期

　
　
　
　

年　
　
月　
　
日
ま
で

」　

「当
該
承
認
に
係
る

」
を
「自

動
車
保
管
場
所
使
用
申
請
書
に
記
載
し
た

」
に
、
「使
用
自
動
車
報
告

書

（第
5
号
様
式

）
」
を
「使

用
自
動
車
報
告
書

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
の
四
と
す
る
。

　

第
四
号
様
式
の
二
中
「当

該
承
認
に
係
る

」
を
「こ

の
申
請
書
に
記
載
し
た

」
に
、
「使

用
自
動
車

報
告
書

（第
5
号
様
式

）
」
を
「使

用
自
動
車
報
告
書

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
の
三
と
す

る
。

　

第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

六

第４号様式の２（第１１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

七

　

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

	



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

八

第５号様式の２（第１１条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

九

　

第
七
号
様
式
を
削
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「第

8
号
様
式

」
を
「第

8
号
様
式

（第
2
8
条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第

七
号
様
式
と
す
る
。

　

第
八
号
様
式
の
二
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

　

山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
〇

第７号様式（第６条関係）

　

一
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
一

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

　

山
梨
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
六
号
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第

三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
又
は
第
六
条
第
二
項
」
に
、
「
准
看
護
師
籍
訂
正
申
請
書
」
を

「
准
看
護
師
籍
訂
正
・
免
許
証
書
換
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

九　

削
除

　

第
一
号
様
式
中
「本

籍
地

（都
道
府
県
名

）
」
を
「本

籍
地
都
道
府
県

（国
籍

）
」
に
、
「与

え
る

　

」
を
「与

え
る

。
」
に
、
「交

付
す
る

」
を
「交

付
す
る

。
」
に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　

備
考

	

　
免
許
の
申
請
時
等
に
旧
姓
又
は
通
称
名
の
併
記
の
希
望
が
あ
つ
た
場
合
に
は、
氏
名
と
併
せ

て
記
載
す
る

。

　

第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
二

第６号様式（第２条第６号関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
三

第７号様式（第２条第７号関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
四

　

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
9
号
様
式　

削
除

　

第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
五

第１０号様式（第２条第１０号関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
六

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

3
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書

類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

　

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
四
条
を
削
る
。

　

第
五
条
中
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五

条
と
し
、
第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
十
条
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
一
条
か
ら

第
十
八
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様

式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
並
び
に
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「第

5
条
関
係

」
を
「第

4
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
第

四
号
様
式
を
削
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「第
1
0
条
関
係

」
を
「第

8
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
し
、

同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
七

　　第３号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
八

　

第
六
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

　

山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「氏　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

第
十
号
様
式
中
「氏　

　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を　

（旧
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（通
称
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

印

　

）　

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

　

）
」

　
注
１

　

免
許
証
に
旧
姓
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
は、

「旧
姓

」の
欄
に
旧
姓
を
記
入
す
る
こ
と

。

　
　

２
	　

外
国
籍
の
方
で、

免
許
証
に
通
称
名
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
は、

「通
称
名

」の
欄
に
通

称
名
を
記
入
す
る
こ
と

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「氏　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　

　

第
十
一
号
様
式
中
「氏　

　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

」
を　

（旧
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（通
称
名

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

印

　　
　

）　

に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

）
」

　

注
１

　

免
許
証
を
き
損
し
た
場
合
に
は、

そ
の
免
許
証
を
添
付
す
る
こ
と

。

　
　

２
	　

免
許
証
に
旧
姓
の
併
記
が
あ
る
場
合
は、

「旧
姓

」の
欄
に
旧
姓
を
記
入
す
る
こ
と

。

　
　

３

	

　
外
国
籍
の
方
で、

免
許
証
に
通
称
名
の
併
記
が
あ
る
場
合
は、

「通
称
名

」の
欄
に
通
称
名

を
記
入
す
る
こ
と

。

　

第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

一
九

第１２号様式（第８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

二
〇

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

3
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と

み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

　

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十

一
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
」
に
、
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
七

条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
八
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

三
十
一
条
の
六
第
五
項
又
は
第
三
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
又
は
第
三
十
七
条

第
六
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
五
項
の
表
及
び
附
則
第
七
項
の
表
中
「
第
八
条
第
四
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
」
に
、
「
第

八
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

二
十
四　

用
排
水
施
設
等
整
備
事
業　

九
分
の
四

　

二
十
五　

防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業　

四
十
五
分
の
十
一

　

第
二
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

用
排
水
施
設
等
整
備
事
業

　

十
六　

防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

　

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
負
債
の
部
第
三
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二
〇



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

二
一



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

二
二



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

二
三

　

別
表
収
益
の
部
の
表
中
「

受
託
事
業
収
益

「

受
託
事
業
収
益

繰
延
運
営
権
対

地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
２
１

価
収
益

項
の
規
定
に
よ
り
償
却
し
た
繰
延
運

」
を

額
運
営
権
者
更
新

地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
第
２
１

投
資
収
益

項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
償
却

者
更
新
投
資
の
額

条
の
2
第
2

営
権
対
価
の

　

に
改
め
る
。

条
の
3
第
2

し
た
運
営
権

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

　

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
が
管
理
を
行
う
県
営
住
宅
）

第�

二
十
三
条
の
二　

条
例
第
五
十
条
の
規
則
で
定
め
る
県
営
住
宅
は
、
伊
勢
団
地
、
小
瀬
団
地
、
塩
部

第
一
団
地
、
塩
部
第
二
団
地
、
千
塚
北
団
地
、
千
塚
西
団
地
、
千
塚
南
団
地
、
湯
村
団
地
及
び
和
戸

団
地
と
す
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
準
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
」
を
「
県
営
住
宅
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
号
様
式
中
「準

特
定
優
良
賃
貸
住
宅

」
を
「県

営
住
宅

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
山
梨
県
条
例
第
十
七

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
三

条
の
二
に
規
定
す
る
県
営
住
宅
の
管
理
に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指

定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
六
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
百
十
一
号
か
ら
第
百
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

百
十
一
か
ら
百
十
五
ま
で　

削
除

　

別
表
第
二
百
十
八
号
か
ら
第
二
百
五
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

	

二	

百
十
八　

調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
に
よ
り
食
品
を
調
理
し
、
調
理
さ
れ
た
食
品
を
販

売
す
る
営
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
十
九　

食
肉
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十　

魚
介
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
一　

魚
介
類
競
り
売
り
営
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
二　

集
乳
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
三　

乳
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
四　

特
別
牛
乳
搾
取
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
五　

食
肉
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
六　

食
品
の
放
射
線
照
射
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
七　

菓
子
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

二
四

　

二
百
二
十
八　

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
二
十
九　

乳
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十　

清
涼
飲
料
水
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
一　

食
肉
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
二　

水
産
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
三　

氷
雪
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
四　

液
卵
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
五　

食
用
油
脂
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
六　

み
そ
又
は
し
ょ
う
ゆ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
七　

酒
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
八　

豆
腐
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
三
十
九　

納
豆
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十　

麺
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
一　

そ
う
ざ
い
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
二　

複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
三　

冷
凍
食
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
四　

複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
五　

漬
物
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
六　

密
封
包
装
食
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
七　

食
品
の
小
分
け
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
八　

添
加
物
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

　

二
百
四
十
九
及
び
二
百
五
十　

削
除

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

　

山
梨
県
食
品
行
商
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
食
品
行
商
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

山
梨
県
食
品
行
商
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


